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日本標準
産業分類
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10月改定)

 細分類番号

指定業種名

1 0113

野菜作農業（きのこ類の栽培を含む。）（製造加工設
備を有するもやし栽培農業、作業所内において工場的
生産設備（最小限温度又は湿度調節装置及び育成管理
室を有することが必要。以下同じ。）をもって生産及
び卸売する菌床栽培方式のきのこ栽培農業、並びに作
業所内において工場的生産設備をもって生産及び卸売
する苗床栽培方式のかいわれ大根栽培農業に限る。）

39 2652 化学機械・同装置製造業

2 0622 造園工事業 40 2672 フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

3 0711 大工工事業（型枠大工工事業を除く。） 41 2694 ロボット製造業

4 0795 防水工事業 42 2737 測量機械器具製造業

5 0822 有線テレビジョン放送設備設置工事業 43 2742 歯科用機械器具製造業

6 0823 信号装置工事業 44 2911 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業

7 0831 一般管工事業 45 3113 自動車部分品・附属品製造業

8 0832 冷暖房設備工事業 46 3142 航空機用原動機製造業

9 0833 給排水・衛生設備工事業 47 3151 フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業

10 0839 その他の管工事業 48 3191 自転車・同部分品製造業

11 0841 機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く。） 49 3222 造花・装飾用羽毛製造業

12 0842 昇降設備工事業 50 3283 うちわ・扇子・ちょうちん製造業

13 0911 部分肉・冷凍肉製造業 51 3285 喫煙用具製造業（貴金属・宝石製を除く。）

14 0912 肉加工品製造業 52 3291 煙火製造業

15 1186 帽子製造業（帽体を含む。） 53 3292 看板・標識機製造業

16 1292 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業 54 4533 湖沼水運業

17 1393 鏡縁・額縁製造業 55 4891 海運仲立業

18 1421 洋紙製造業 56 5121 男子服卸売業

19 1622 無機顔料製造業 57 5221 砂糖・味そ・しょう油卸売業

20 1629 その他の無機化学工業製品製造業 58 5363 非鉄金属スクラップ卸売業

21 1653 生物学的製剤製造業 59 5412 建設機械・鉱山機械卸売業

22 1661
仕上用・皮膚用化粧品製造業（香水、オーデコロンを
含む。）

60 5422 自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く。）

23 1662 頭髪用化粧品製造業 61 5515 陶磁器・ガラス器卸売業

24 1669 その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製造業 62 5519 その他のじゅう器卸売業

25 1812 プラスチック管製造業 63 5523 化粧品卸売業

26 1815 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 64 5596 ジュエリー製品卸売業

27 1832
輸送機械器具用プラスチック製品製造業（加工業を除
く。）

65 5721 男子服小売業

28 1834 工業用プラスチック製品加工業 66 5793 洋品雑貨・小間物小売業

29 2123 コンクリート製品製造業 67 5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業

30 2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 68 5911 自動車（新車）小売業

31 2143 陶磁器製置物製造業 69 5939 その他の機械器具小売業

32 2147 陶磁器絵付業 70 6023 陶磁器・ガラス器小売業

33 2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業 71 6034 化粧品小売業

34 2341
電線・ケーブル製造業（光ファイバケーブルを除
く。）

72 6095 ジュエリー製品小売業

35 2522 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 73 7022 建設機械器具賃貸業

36 2523 油圧・空圧機器製造業 74 7261 デザイン業

37 2531 動力伝導装置製造業（玉軸受、ころ軸受を除く。） 75 7299 他に分類されない専門サービス業

38 2631 化学繊維機械・紡績機械製造業 76 7421 建築設計業

経営安定化資金(経済環境変化等)の対象業種
(鹿児島市中小企業融資実施要綱第3条第4号イ）

対象期間：令和6年10月1日～令和6年12月31日

※1:この表に掲げる業種は、日本標準産業分類（平成25年10月改定）において分類された業種区分によるものとする。
※2:対象期間とは、鹿児島市長に対して認定を申請することができる期間をいう。
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77 7461 写真業（商業写真業を除く。） 84 8093 遊漁船業

78 7691 ハンバーガー店 85 8299 他に分類されない教育、学習支援業

79 7711 持ち帰り飲食サービス業 86 8322 無床診療所

80 7922 家事サービス業（住込みのものを除く。） 87 8331 歯科診療所

81 7993 写真プリント、現像・焼付業 88 8821 産業廃棄物収集運搬業

82 8034 競輪競技団 89 8823 特別管理産業廃棄物収集運搬業

83 8062 囲碁・将棋所 90 8911 自動車一般整備業
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